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更新箇所 旧 新 

⑤自衛隊法に基づく自衛隊がアメリカ合衆国

軍隊、オーストラリア軍隊、英国軍隊、フラ

ンス軍隊、カナダ軍隊又はインド軍隊に対し

て貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 

⑤自衛隊法に基づく自衛隊がアメリカ合衆国

軍隊、オーストラリア軍隊、英国軍隊、フラ

ンス軍隊、カナダ軍隊、インド軍隊又はドイ

ツ軍隊に対して貨物又は役務の輸出又は提供

を行う。 

修正理由 日独 ACSAの発効に伴う関係省令の改正（令和 6年 7月 12日）を反映。詳細はこ

ちら。 
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